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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年 5 月 25 日開催の取締役会において、定款の一部変更について平成

22年6月29日開催予定の第100回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

    当社は、平成 21 年 6 月 26 日開催の第 99 回定時株主総会において、「当社株式等

の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入」について、株主の皆様に

ご承認いただいております。また、平成 21 年 12 月には、財務構造の改善を目的に

公募増資等を実施した結果、発行済株式総数が増加し、1 億 8,339 万 7,488 株（平

成 22 年 3 月 31 日現在）となりました。今後買収防衛策に基づき、新株予約権の無

償割当てを内容とする対抗措置が発動された場合は、発行済株式総数と同数の株式

が新たに発行される可能性があることから、発行可能枠を確保しておくことが必要

であります。 

つきましては、資本政策の機動性および買収防衛策の実効性を確保するため、現

行定款第 6条に定める発行可能株式総数を、現行の 2 億 7 千 881 万 1 千株から 4 億

株へ変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

定款変更の内容は、次のとおりであります。 

 

ダイワボウホールディングス株式会社定款変更案 

（下線は変更部分であります。） 

現行定款 変更案 

第 6条（発行可能株式総数） 

  当会社の発行可能株式総数は、2億 7千

881 万 1 千株とする。 

第 6条（発行可能株式総数） 

  当会社の発行可能株式総数は、4億株と

する。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日    平成 22 年 6 月 29 日 

定款変更の効力発生日         平成 22 年 6 月 29 日 

 

以 上 


